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「自分も相手も大切に」
～矢祭から育む、優しさと強さの心～

矢祭町立矢祭中学校長　本田栄敏

本田栄敏校長先生にきく、矢祭中学校の人権教育

　矢祭町教育委員会指導主事を経て、令和７年度より矢祭町立矢祭中学校校長として着任。
　指導主事、校長のそれぞれの立場として、２年間にわたり人権教育の推進に携わった。
　現在も矢祭町の人権教育推進に向けて、組織的な取組を行っている。

自他を愛し、共に幸福を求めること（Well-being）ができる子どもの育成
～認め合い、伝え合い、学び合う活動を通して～

矢祭町人権教育研究推進テーマ

■「見える化」で育む先生たちの意識
　子どもたちに接する教職員自身が、
高い人権意識を持つことから始めま
した。町全体で統一せず、あえて学
校ごとに独自の教職員用「人権感覚
チェックリスト」を作成しました。
作成プロセス自体に教職員が参画す
ることで、自校の課題を自分事とし
て捉え、指導者としての意識高揚を
図りました。また、チェックリスト
により「今の指導は一人ひとりを尊
重できているか」を定期的に振り返っ
ています。さらには、人権教育の年
間指導計画を整備し、各教科等の指
導内容を人権の視点で「見える化」
しました。これにより、教職員は日
常の授業が人権教育に直結している
ことを再確認し、教科横断的な視点
を持って指導にあたることが可能と
なりました。

■「本物」に触れ、実感する学び
　矢祭町は素晴らしい環境ですが、

中山間地域ゆえに多様な価値観や社
会課題に直接触れる機会が限られが
ちです。そこで本年度は「体験」を
重視しました。
•　拉致問題サミットへの参加や東日
本大震災伝承館の見学
•　点字体験やパラスポーツ（障がい
者スポーツ）体験
　これらは単なる知識ではなく、当
事者の思いに触れ、「自分だったらど
うするか」を肌で感じ、考える貴重
な時間となりました。こうした実体
験が、想像力豊かな優しい心を育て
ます。

■「振り返り」を、自分を見つめる力に
　学習や体験して終わりにするので
はなく、「何を感じ、どう考えたか」
をじっくりと振り返る時間を大切に
しています。自分自身の感情や行動
を客観的に見つめる（メタ認知）習
慣をつけることで、日常生活の中で
も、自分の言葉が相手にどう届くか
を考えられる生徒を育てていきたい
と考えています。

■結びに代えて
　矢祭町として、人権教育の実践に
おいて重視したのは、「新たな活動の
追加」ではなく、従来の取組を「人
権的視点で再構築」し「意識化」す
ることです。今まで私たちが何気な
くかけていた言葉や行ってきた対応、
実践してきた活動を人権教育の視点
で再構築、意識化を図りました。そ
れこそが “持続可能な人権教育” な
のだと思います。
　人権教育は、学校づくりの土台そ
のものです。教師が「一人ひとりを
大切にする教育」を実践し、生徒が「自
分と相手を大切にする」姿勢を身に
つけることは、個に応じた指導の基
盤であり、生徒が「この学校は自分
を大切にしてくれる」と実感できて
初めて、安心して学び、挑戦する意
欲が湧いてきます。2 年間の実践で
すべてが達成されたわけではありま
せんが、今後もこの取組を継続・進
化させ、人権意識という一生の財産
を教職員、そして生徒に育んでまい
ります。

　矢祭町の豊かな自然の中、園・小・中が手を取り合う「矢祭わかあゆ学園」が始動して５年。矢祭町では、町の教育ビジョンである「自
他を愛し、共に幸福を求めることができる人【人に優しい人】」の育成を目指し、園・小・中で連携・協力し、人権教育に力を注いでいます。
　人権教育と聞くと難しく感じるかもしれませんが、その根本は「一人ひとりを大切にすること」、そして「自分も相手も同じよう
に大切だと思えること」にあります。令和６・7年度の矢祭中学校での具体的な取組をご紹介します。

教職員の人権意識を高める
　　　　　　　　　取組について

体験を重視した人権学習について

学びを深める振り返りの
　　　　　　　　工夫について

持続可能な人権教育を目指して



矢祭町人権教育研究公開授業を行った３名の先生方から

「考え、語り、行動につなぐ人権教育」 － 学級活動と道徳科を通して －

第１学年　学級活動　佐藤　愛　教諭
～「SNSから対面まで。一生使える『思いやり』のスキル」～

～「互いを認め合い、学び合う学級づくり ̶道徳の実践と日常の関わりから̶」～

第２学年　道徳科　半谷詩乃　教諭

　本学級では、SNS 上のコミュニケー
ションを題材に、アサーションについて
体験的に学ぶ学級活動を行いました。情
報化社会となった近年、生徒同士のコ
ミュニケーションの多くが SNS 上で行
われ、SNS を介したトラブルはいつ・
どこででも・誰にでも発生しやすい環境
にあります。非対面でのコミュニケー
ションという SNS の特性上、自分の意
図とは異なる反応が返ってくる場合もあ
り、トラブルの原因になってしまう可能
性もあります。そこで、「こんなとき、
どう返信したらよい？」という具体的な
場面を設定し、自分の思いを大切にしな
がらも、相手の立場や感情を尊重した伝

　本校が進める人権教育の一環として
行った今回の道徳科の授業では、「ふく
しま道徳教育資料集」より、「五百人の
大家族」を扱いました。本教材は、東日
本大震災後に、会津の旅館が被災者を無
料で受け入れを行ったという実話がもと
となっています。自らもつらい状況にあ

りながらも、他人を助けようとする人間
愛について考えることのできる教材で
す。本時では、主人公が被災者を受け入
れるかどうか葛藤する気持ちについて考
える活動を通して、どんな時でも身の回
りの人に感謝し、思いやりのある行動を
とろうとする道徳的心情を育むことをね
らいとしました。
　授業の焦点である「認め合い、伝え合
い、学び合う工夫」として、被災者の受
け入れの是非を問う場面では、心情メー
ターを活用した意見共有を行いました。
その際、人権教育の視点から匿名性を大
切にするために、普段は意見を出しにく
い生徒も安心して本音で話すことができ

るよう、学級全体が主体的に伝え合え
る環境を整えました。その結果、多様
な意見が表出されただけではなく互い
の意見を尊重し、認め合うあたたかな
空気が生まれました。さらに、自分の
意見を言って終わるのではなく、賛成・
反対の両面について考えることで、生
徒たちは自らの心の奥にある価値観に
気付き、思考を深めることができたと
感じています。
　こうした授業実践を支えるのは、日々
の教育活動における生徒との関わりで
す。人権意識は短期間の研究や道徳科
の授業で身につくものではなく、日々
の丁寧な関わりと継続的な取組の中で、

養われるものだと考えています。私は、
指導中の何気ない言葉で生徒を深く傷つ
けてしまったことがありました。その学
びから、授業中や日常生活の様々な場面
で生徒を尊重し、生徒の言葉を最後まで
聴くことや、生徒の考えや挑戦を肯定的
に受け止めるようにするなど、丁寧にか
かわるよう心がけています。また、環境
整備にも力を入れています。学級は整理

整頓を基本とし、生徒の作品を美しく掲
示することを徹底することに加えて、未
提出者名簿を掲示しないといった人権的
な配慮もしています。さらに、学年全体
で廊下の掲示物を充実させ、生徒の活動
の様子や笑顔を積極的に掲示しており、
自分たちは大切にされているという実感
をもてる環境づくりが、互いを認め合う
あたたかな学級や学年づくりの土台とえ方を考える活動を行いました。

　人権教育を意識した内容・場面として、
特に重視したのは、返信文を考える際に
「自分はどう思うか」だけでなく、「相手
はどんな気持ちか」「この言葉で相手は
納得できるか」を体験的に考えさせた点
です。アサーションは、自分の意見を我
慢することでも、相手を押さえつけるこ
とでもなく、互いの存在や価値を認め合
うコミュニケーションスキルの１つです。
この考え方を通して、生徒一人一人の意
見や感じ方の違いそのものを尊重し、互
いに相手を思いやり、伝え合う重要性を
意識させました。本時の学習を進めるに
あたって、グループでの話合い活動を中
心とし、多様な考えに触れる場を設けた
ことも人権教育を意識した場面です。他
者の受け取り方を考えて、絵文字をつけ
たり、よりよい提案や問いかけをしたり、
理由を付け加えたり、相手を思いやる一
言を付け加えたりするなど変容が見られ
ました。答えのない題材だからこそ、生
徒同士が互いを認め合い、学び合えるよ

うな環境づくりを行いました。
　人権教育として普段、生徒との関わ
りで大切にしていることは、生徒の発
言や考えを否定せず、共感、称賛を行っ
て認める姿勢です。教員自身がアサー
ティブな関わりを意識し、「その考え素
敵だね」「その考えも大切だね」と肯定
的かつ受容的な言葉にして返すことで、
生徒が安心して自分の思いを表現でき
る雰囲気づくりを心がけています。ま
た、意見の違いが生じた際には、多数
決等によりどちらが正しいかで判断す
るのではなく、個々の納得解を得るた
めに、対話を通してどのように折り合
いをつけていけばよいのかを話し合う
ように促しています。
　本活動は、非対面だけでなく、対面
でのコミュニケーションでも必要とな
るスキルです。今後も、生徒が相手の
人権や気持ちを意識しながら、自分ら
しく表現する力を育むことができるよ
う、自分自身も学び、伝えていきたい
です。

なっていると考えています。
　このような取組の成果は目に見えに
くく、すぐに身につくものではないか
もしれません。ですが、今回学んだ人
権教育の視点を道徳科の授業だけでな
く、各教科の授業に反映させ、私自身
も学び続けていくとともに、今後も生
徒一人一人を大切に見守り、生徒の力
を伸ばしていきます。



第３学年　道徳科　薄葉歩美　教諭

令和７年度福島県人権教育推進協議会開催
１　開会のことば
２　主催者あいさつ
３　自己紹介
４　伝達講習
　　 県南教育事務所　指導主事　松本　聡ニ
５　矢祭町における人権教育の概要説明
　　 矢祭町立矢祭中学校　校長　本田　栄敏　様
　　 矢祭町教育委員会　　指導主事　宮川　智典　様
６　質疑応答
７　研究協議
８　閉会のことば

　矢祭町の人権教育研究発表会に合わせて、令和７年度福島県人権教育推進協議会を開催
しました。（内容は右記のとおりです）
　研究協議では、県内７地区の教育事務所および教育センターの人権教育担当指導主事が、
県内における人権教育の課題について議論し、次年度以降の人権教育の在り方を協議しま
した。
　その中で、「意識的に人権教育に取り組むことの重要性」や「教師の人権感覚の育成」が
主要なテーマとなり、具体的な課題が整理されました。
　今後は、それらの課題を踏まえ、人権教育の推進と人権感覚の育成が県内に広く浸透す
るよう、推進地域の選定について検討していく予定です。
○具体的な課題
　・子どもに配慮が欠ける教師の言動
　・子どもが劣等感を抱くような掲示物
　・正しい人権感覚を身に付ける校内研修の必要性　など

　本校が進める人権教育の一環として
行った今回の道徳科の授業では、「ふく
しま道徳教育資料集」より、「五百人の
大家族」を扱いました。本教材は、東日
本大震災後に、会津の旅館が被災者を無
料で受け入れを行ったという実話がもと
となっています。自らもつらい状況にあ

りながらも、他人を助けようとする人間
愛について考えることのできる教材で
す。本時では、主人公が被災者を受け入
れるかどうか葛藤する気持ちについて考
える活動を通して、どんな時でも身の回
りの人に感謝し、思いやりのある行動を
とろうとする道徳的心情を育むことをね
らいとしました。
　授業の焦点である「認め合い、伝え合
い、学び合う工夫」として、被災者の受
け入れの是非を問う場面では、心情メー
ターを活用した意見共有を行いました。
その際、人権教育の視点から匿名性を大
切にするために、普段は意見を出しにく
い生徒も安心して本音で話すことができ

るよう、学級全体が主体的に伝え合え
る環境を整えました。その結果、多様
な意見が表出されただけではなく互い
の意見を尊重し、認め合うあたたかな
空気が生まれました。さらに、自分の
意見を言って終わるのではなく、賛成・
反対の両面について考えることで、生
徒たちは自らの心の奥にある価値観に
気付き、思考を深めることができたと
感じています。
　こうした授業実践を支えるのは、日々
の教育活動における生徒との関わりで
す。人権意識は短期間の研究や道徳科
の授業で身につくものではなく、日々
の丁寧な関わりと継続的な取組の中で、

養われるものだと考えています。私は、
指導中の何気ない言葉で生徒を深く傷つ
けてしまったことがありました。その学
びから、授業中や日常生活の様々な場面
で生徒を尊重し、生徒の言葉を最後まで
聴くことや、生徒の考えや挑戦を肯定的
に受け止めるようにするなど、丁寧にか
かわるよう心がけています。また、環境
整備にも力を入れています。学級は整理

整頓を基本とし、生徒の作品を美しく掲
示することを徹底することに加えて、未
提出者名簿を掲示しないといった人権的
な配慮もしています。さらに、学年全体
で廊下の掲示物を充実させ、生徒の活動
の様子や笑顔を積極的に掲示しており、
自分たちは大切にされているという実感
をもてる環境づくりが、互いを認め合う
あたたかな学級や学年づくりの土台と

　今回、ふくしま道徳教育資料集「温か
さを分け合って」を教材として授業を行
いました。本教材は、東日本大震災、放
射線差別をテーマとしていることから、
差別・悪口に焦点を当てた発問を取り入
れました。発問を通して、生徒からは、
自分本位ではなく、相手の考えや立場を
考えることが大切であるといった意見が
挙がり、人権について深く考える時間と
することができたと考えます。
　授業内での人権を意識した取組とし
て、二つの工夫を行いました。一つ目は
班活動です。活動に入る前に全員が意見
を言うこと、相手の意見を否定しないこ
とといったポイントを提示しました。こ

れにより、話合い活動そのものが人権意
識の高揚につながるよう配慮しました。
規律のある話合い活動を多く取り入れ、
他者の意見を聞く場面を意図的に確保し
たことで、生徒たちはペア活動や班活動
において、活発に意見の交流をすること
ができていました。全体で意見を共有す
る場面以上に、生徒同士での交流の中で、
相手の意見を尊重する姿勢を学んでいる
様子が見られました。生徒たちは、相手
の意見に耳を傾けながら、自分の意見と
比較し、対話的に学習を進めることがで
きていました。
　二つ目は、内面に関わる意見を匿名で
集めたことです。匿名にしたことで、周
囲の目を気にすることなく素直な意見が
出せるようになりました。その結果、生
徒は表面的な意見にとどまらず、自分の
内面と向き合いながら考えることができ
ていたように感じられました。
　人権教育を推進していく上で、生徒の
意見を否定しないことを常に意識してい
ます。道徳科の授業には、明確な答えが

～「対話的な学びを通した人権意識の育成」～

なっていると考えています。
　このような取組の成果は目に見えに
くく、すぐに身につくものではないか
もしれません。ですが、今回学んだ人
権教育の視点を道徳科の授業だけでな
く、各教科の授業に反映させ、私自身
も学び続けていくとともに、今後も生
徒一人一人を大切に見守り、生徒の力
を伸ばしていきます。

あるわけではありません。生徒の意見
を否定し、教師の想定した流れに無理
に導くことで、考えを押し付ける授業
にならないよう、授業展開には特に留
意しています。また、生徒の発言や行
動の背景には、生徒なりの考えがある
ことを踏まえ、一つ一つを大切に受け
止めるようにしています。その上で、
今後さらに成長していくためにはどう
すればよいかを軸に、対話を重ねるこ
とを心掛けています。
　今年度、人権教育に深く関わらせて
いただき、人権教育の重要性を改めて
実感しました。人権に対する考え方は
多様であり、短期間で身につくもので
はありません。だからこそ、教育活動
全体を通して、継続して取り組んでい
く必要があると考えています。今後も、
人権教育を意識した学校生活の在り方
について考え、実践を重ねていきたい
と思います。


